
正誤表 
 
「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」８ページの下記「所定給付日数」表について、 

誤植がありましたので訂正します。該当部分を朱書きとしております。 

 

【誤】 
②倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めで離職された方（③を除く） 

 （雇用保険受給資格者証 12 欄「離職理由」が 11、12、21、22、23、31、32 に該当される方） 
 

１年未満 
１年以上 

５年未満 

５年以上 

１０年未満 

１０年以上

２０年未満 
２０年以上 

３ ０ 歳 以 上                 ９０日 １２０日 １８０日 ― 

３ ０ 歳 以 上 ３ ５ 歳 未 満  １２０日 
１８０日 

２１０日 ２４０日 

３ ５ 歳 以 上 ４ ５ 歳 未 満 ９０日 １５０日 ２４０日 ２７０日 

４ ５ 歳 以 上 ６ ０ 歳 未 満  １８０日 ２４０日 ２７０日 ３３０日 

６ ０ 歳 以 上 ６ ５ 歳 未 満  １５０日 １８０日 ２１０日 ２４０日 
 
※ 一定の要件を満たす雇止めにより離職された方に②の表が適用されるのは暫定措置です（令和９年 3 月 31 日までの間に

離職された方が対象）。 

 

 

【正】 

②倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止めで離職された方（③を除く） 

 （雇用保険受給資格者証 12 欄「離職理由」が 11、12、21、22、23、31、32 に該当される方） 
 

１年未満 
１年以上 

５年未満 

５年以上 

１０年未満 

１０年以上

２０年未満 
２０年以上 

３ ０ 歳 未 満                 ９０日 １２０日 １８０日 ― 

３ ０ 歳 以 上 ３ ５ 歳 未 満  １２０日 
１８０日 

２１０日 ２４０日 

３ ５ 歳 以 上 ４ ５ 歳 未 満 ９０日 １５０日 ２４０日 ２７０日 

４ ５ 歳 以 上 ６ ０ 歳 未 満  １８０日 ２４０日 ２７０日 ３３０日 

６ ０ 歳 以 上 ６ ５ 歳 未 満  １５０日 １８０日 ２１０日 ２４０日 
 
※ 一定の要件を満たす雇止めにより離職された方に②の表が適用されるのは暫定措置です（令和９年 3 月 31 日までの間に

離職された方が対象）。 

 

 

被保険者であった期間 

離職時の年齢 

被保険者であった期間 

離職時の年齢 


